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１．技術に関する施策の概要 
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 地域の研究機関等が、各機関の資源（設備、専門人材等）の相互
利用を図るとともに、企業等に対して技術指導等を実施することで、
地域のイノベーションが次々と創出される環境整備を図る。この際、
大学やＴＬＯ等においても、産学連携人材の配置等の体制整備を行
う。 
 また、地域の研究機関及び企業等からなる強固な産学官の協働体
制の下、実用化研究開発に支援を行い、地域の新産業の創出に貢
献する製品・サービス等を開発する。 

１．１． 施策の全体概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

平成２０年度～平成２４年度 （５年間） 

２８０．１億円 
（補助：平成２０年度 ３５．３億円、平成２１年度 ３４．１億円、 
平成２２年度 １５．１億円、平成２３年度 ６．６億円、平成２４年度 １．３億円 
委託：平成２０年度 ６３．２億円、平成２１年度 ６５．１億円、 
平成２２年度 ４９．４億円、平成２３年度１０．０億円） 

新
事
業
・新

産
業
の
創
出 

研究機関の体制整備・
連携強化 

企業の技術課題の解決、
共同研究の促進 

産学官のリスクの高い
共同研究開発の支援 

研究機関等の体制整備 実用化・事業化に向けた研究開発 地域経済の活性化 3 



公設試 大学 

ＴＬＯ 

企業 

○Ｂ．創造的産学連携体制整備

事業 
   ＴＬＯ等への専門人材の配置等

による産学連携体制の強化 

○Ｄ．大学発事業創出実用化研究開発
事業 

   実用化を目的とし、大学における最先
端の技術シーズと民間企業の研究開発資
源とを組み合わせて実施する研究開発の
支援。 

研
究
機
関
等
の
体
制
整
備 

研
究
開
発 

地域の研究機関等の連携体制の強化 
地域イノベーションの創出 4 

○Ａ．地域イノベーション創出共同体形成事業      
   研究機関の相互連携、企業への技術支援、評

価手法の充実等 

○Ｃ．地域イノベーション創出研究開
発事業 

   地域のリソースを最適に組み合わせ
た研究体による実用化技術の研究開発
を実施する。  

１．２． 施策の構造 



大 学 
北海道大学、帯広畜産大学など 

ＴＬＯ・産学連携本部 
北海道大学産学連携本部 

公設試・研究機関  
（地独）北海道立総合研究機構、(独)産業
技術総合研究所北海道センターなど 

北海道経済産業局 

北海道では、北海道大学や産総研北海道センター等の健康科学・植物バイオ研究シーズや、北海道の機能性に
富んだ農水産素材の活用を図る広域的ネットワーク「北海道バイオ産業クラスター」を推進。産業支援機関が中心
となって地域イノベーション協創プログラムを活用して、研究機関間の連携強化やバイオ企業と研究機関との共同
研究支援を行い、継続的な北海道バイオ産業の成長を実現している。 

参考．地域イノベーション協創プログラムの成果 ～北海道バイオ産業の事例～                    

 北海道バイオ産業クラスター 
（事務局：ノーステック財団） Ｂ．創造的産学連携体制整備事業 

【北海道ＴＬＯ 100万円】 

【北海道大学 3,600万円】 
 

Ａ．地域イノベーション創出共同体形成事業 
真空凍結乾燥機、においセンサー、味覚センサー
などを整備【３３設備、３．５億円】 

 

丸共水産㈱ 
×北海道立総合研究機構×北海道大学 
「機能性素材コンドロイチン硫酸オリゴ糖」 

池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 
×帯広畜産大学×日本甜菜製糖（株） 
「ビート糖蜜を利用した十勝産リキュール」 

北海道システムサイエンス㈱ 
×㈱プライマリーセル×北海道大学 
「腸内細菌メタゲノム解析受託サービス」 

新製品・新事業の事例 

新製品・新事業の創出 

バイオ企業  
北海道システムサイエンス㈱、丸共水産㈱、

池田町ブドウ・ブドウ酒研究所など 

Ｄ．大学発事業創出実用化研究開発事業 
大学の先端技術の企業への橋渡しを支援 【２
件】 

Ｃ．地域イノベーション創出研究開発事業 
農水産品の高付加価値化、機能性評価システム開
発のための研究開発支援など 
 【１９件、１１．７億円、（内バイオ分野１３件、８．０億円）】 
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地域における裾野の広い持続的な経済成長を可能とするため、企業と大学等との産学官の
共同研究開発を促進することによって地域発のイノベーションを次々と創出し、地域経済の
活性化を図る。 

○各研究機関が有する設備機器や人材等の相互活用や企業等への利用開放の促進、 
○企業が抱える技術課題の相談や適切な研究機関への紹介等のワンストップサービスの提供、 
○大学の潜在力を最大限に引き出すための、大学やＴＬＯにおける産学連携体制の強化、 
○産学官の共同研究の支援による新産業・新事業の創出 
 等による地域科学技術拠点群及びグローバル科学技術拠点群の形成等 

ポイント 

目 的 
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関連する類似施策（基盤整備） 
事業名 省庁 概要 対象者 当該制度との相違点 
産学官連携戦略展開
事業（平成22年度よ

り大学等産学連携自
立化促進プログラム）
（平成20－25年度） 

文部科学省 国際的な産学官連携体制の
強化や国公私立大学間連携
等による地域の多様な知的
財産活動体制の構築など、
大学等の活動としては実施
のリスクが高く、かつ、国とし
て政策的観点から積極的に
促進すべき活動を重点的に
支援。 

知的財産本部 ・補助対象が大学、
大学利用機関等 

特許出願支援制度
（平成15－25年度） 

科学技術振興機
構（文部科学省） 

大学・TLO等の研究成果の権

利化を推進するため、外国特
許の取得に向けての出願等
を総合的に支援。 

国公私立大学、承
認TLO、大学共同

利用機関、高等専
門学校 

・自己負担なし。 
・実施料収入等を得
た場合に費用の返還
あり。 

１．３． 施策の目的・政策的位置付け 



7 

関連する類似施策（研究開発） 

事業名 
戦略的基盤技術高度化支援
事業 

中小企業・ベンチャー挑戦支
援事業（実用化研究開発事
業） 

A-STEP 
（実用化挑戦タイプ） 

実施主体 経済産業省（中小企業庁） 
経済産業省（中小企業庁）、
中小企業基盤整備機構 

文部科学省 

制度概要 

我が国製造業との国際競争
力の強化と、新たな事業の
創出を目指し、中小企業の
基盤技術に資する革新的か
つハイリスクな研究開発等
を促進する。 

中小企業者が行う実用化研究
開発に対し、補助金を交付す
るとともに、その成果の実用
化に向けたコンサルティング
を一体的に実施することによ
り、中小企業者の事業化を支
援する。 

大学等のシーズについて、①
研究開発型中小･ベンチャー
企業での実用化開発を支援、
②革新的な医薬品等の実用化
開発を支援、③開発リスクを
伴う大規模な実用化開発を支
援する。 

支援対象
者 

認定中小企業、ユーザー企
業、研究機関等からなる共
同研究体 

中小企業者、創業予定の個人
中小企業団体 

シーズの発明者・所有者の了
承を得た開発実施企業と大学
等の研究者 

補助率等 委託  2/3 委託 

補助金等
上限 

4500万円以内 4500万円以下 ３億円～２０億円以内 

期間 平成18年度～ 平成16-20年度 平成21年度～ 

１．３． 施策の目的・政策的位置付け 



経済成長戦略大綱 
（平成２０年６月） 

○公的機関による新技術
の実証・調達の促進 

新成長戦略 
（平成２２年６月） 

○ライフ・イノベーションによる健康大国戦略 
○科学・技術・情報通信立国戦略 
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「第３期科学技術基本計画」 
（平成１８年３月閣議決定） 

公的調達を通じた新技術の活用促進による公的研究部門の活動の機能の充実や
効率性向上、研究成果の社会還元の促進 

「長期戦略指針『イノベーション２５』」（平成１９年６月閣議決定） 
イノベーションを誘発する新たな制度の構築の一つとして、公的部門における新技術の活用促進を位置づけている。具体的には、
初期需要を生み出し、また技術革新を加速させるため、公的部門における新技術活用に向けて公的部門が我が国発の新技術・製
品・サービスを率先して調達、活用、評価する取組を進めるとしている。 

第４期科学技術基本計画 
（平成２３年８月閣議決定） 

○科学技術イノベーション政策の一体的展開 
○新しい産業の創成と雇用の創出 
○我が国の産業競争力の強化 

戦略 
（成長
戦略） 

基本
計画 

その他
指針等 

本制度 

科学技術による地域経済活性化戦略（総合科学技術会議、平成２０年５月） 
・科学技術による地域活性化の源泉は、地域の大学等の研究機関における多様な研

究活動である。 

・国は、さまざまな競争的研究資金を提供しているが、国全体としての多様性を確保す

るためには、特徴ある地方大学の研究活動や、産学官連携の取組みを、一層強化す

る必要がある。 

・科学技術による地域活性化を目指すためには、地域が取り組むさまざまな施策を一

体的に捉えた上で、研究開発から市場化までを見据えた一元的なマネジメントを行う

ことが必要である。 

「イノベーション創出総合戦略」（総合科
学技術会議、平成18年6月） 

・地域イノベーションの自立化を強力に推進。
これまでの地域クラスター事業等の成果を
検証しつつ、人、制度、業種間のネットワー
クを強化し、地域において研究開発の種を
実へ育て上げる仕組みを強化。 

・地域の知の拠点としての大学と地方公共団
体や地方企業との連携を一層緊密化し、地
域資源を最大限活用したイノベーションを
促進。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

１．３． 施策の目的・政策的位置付け 

①イノベーション創出基盤形成事業 
  Ａ．地域イノベーション創出共同体形成事業 
  Ｂ．創造的産学連携体制整備事業 
②イノベーション創出研究開発事業 
  Ｃ．地域イノベーション創出研究開発事業 
  Ｄ．大学発事業創出実用化研究開発事業 



平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

①イノベーション創出基盤形成事業（平成２０～２４年度：３４．３億円） 

Ａ．地域イノ
ベーション創
出共同体形
成事業 

予算額 １１．２億円 ８．８億円 － － － 

採択件数 ９件 ９件 － － － 

Ｂ．創造的産
学連携体制
整備事業 

予算額 ４．６億円 ４．３億円 ２．７億円 １．４億円 １．３億円 

採択 
機関数 

４０機関 ３８機関 ２７機関 １４機関 １０機関 

②イノベーション創出研究開発事業（平成２０～２３年度：２４５．８億円） 

Ｃ．地域イノ
ベーション創
出研究開発
事業※１ 

予算額 ６３．２億円 ６５．１億円 ４９．４億円 １０．０億円 － 

採択件数 １１８件 ６６件 ７８件 － － 

Ｄ．大学発事
業創出実用
化研究開発
事業※２ 

予算額 １９．５億円 ２１．０億円 １２．４億円 ５．２億円 － 

採択件数 ２５件 ２７件 － － － 

予算額合計 ９８．５億円 ９９．２億円 ６４．５億円 １６．６億円 １．３億円 

9 プログラム総額 ２８０．１億円 

※１ 地域イノベーション創出研究開発事業は平成22年度補正で新規採択を終了し、平成23年度は継続分のみ実施。 
※２ 大学発事業創出実用化研究開発事業は平成21年度で新規採択を終了し、平成22年度以降は継続分のみ実施。 

１．４． 施策の成果、目標の達成度 



※１ 契約課題数は採択後辞退があったため２６１件。 
※２平成２０年度の目標は事業終了後３年以内の事業化率３０％、平成２１～２２年度は４０％としている。事業終了後３年を経過していないテー

マもある。 
※３大学発事業創出実用化研究開発事業の目標は、補助事業終了後の実用化率25％。事業期間は3年以内であり、補助事業終了後３年経過

していないテーマが多い。 10 

１．４． 施策の成果、目標の達成度 

  Ｃ．地域イノベーション創出研究開発事業 Ｄ．大学発事業創出実用化研究開発事業 

応募課題 １３３５件 ２６４件 

採択課題 ２６２件※１ ５２件 

事業化率 
※（）内は目標値 

２７．８％（事業化率３０％～４０%）※２ 
未達 

１１．５％（２５％）※３ 
未達 

②イノベーション創出研究開発事業 

①イノベーション創出基盤形成事業  
Ａ．地域イノベーション創出共同体形成事業 Ｂ．創造的産学連携体制整備事業 

目標・ 
目的 

大学や公設試等が参加する共同体を形成し、各機
関が保有する人材・機器・研究成果等の資源の相
互活用を助成することによってイノベーション創出
基盤を整備し、地域経済の活性化を図る。 

• より多くの大学等がより深く産学連携に関与するようになること。 
• 産学の共同・委託研究、学から産への技術移転がより活性化す

ること。  
• 産学連携の「拠点」の中核を担う人材が育成されること 
• 創設されたＴＬＯ等の初期の活動が円滑に立ち上がることにより、

産学の共同・委託研究、学から産への技術移転がより活性化す
ること。 

• 大学等における研究成果に基づく外国特許権の取得が進むこと。 

結果 概ね達成 概ね達成 

 地域イノベーション協創プログラム全体の目的は、地域における景気回復のばらつきを解消し、裾野の広い持続
的な経済成長を可能とするため、企業と大学等との産学官の共同研究開発を促進することによって地域発のイノ
ベーションを次々と創出し、地域経済の活性化を図ることである。 
 上記の目的達成のため、施策構成事業においても、事業ごとの目的・目標を設定しており、その結果概要は以下
のとおり。 



１．５．評価 
１－５－１．評価検討会 

座長 

委員 

氏 名 木村 千恵子 
     京都リサーチパーク（株） 経営企画本部 産学公連携部長   
 

氏 名 篠原 長政 
         （独）中小企業基盤整備機構 近畿本部  
      京大桂ベンチャープラザ インキュベーションマネージャー 
 

氏 名 永里 善彦 
      （株）旭リサーチセンター 相談役 
  

氏 名 西尾 好司 
    （株）富士通総研 主任研究員 
 

氏 名 堀切川 一男 
    東北大学 大学院 工学研究科 工学部 教授 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

「地域イノベーション協創プログラム」に係る施策・事業評価検討会 

氏 名 城山 英明 
      東京大学 政策ビジョン研究センター長 
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１－５－２．総合評価（コメント） 
○地域イノベーション創出研究開発事業を中心に、実用化・事業化の比率が高

く、全体的には妥当な成果を上げたと判断する。具体的な成果を数値でフォ
ローしており、政策評価が明確であり評価できる。 

 
○地域経済の活性化を図るためのソフト面、ハード面の事業を用意して、地域

のイノベーション加速を支援する、従来整備されていなかった隙間を埋める施
策が実施されており、また国でしか実施できない施策が行われていたことは
評価できる。 

 
○また、産学官が連携して共同で実施する，実用化を目的とするリスクの高い

研究開発を支援する事業であり、今後も継続実施が期待される。 
 
○各事業間のシナジーの発揮や、波及効果の可視化については改善の余地が

あると考えられる。同様の施策を実施しても、事業実施者の質により、その成
果に大きな差が生まれるとすれば、採択の際に注視すべきである。 

 
○更に、産学連携共同研究や、技術の橋渡し機能のあり方については、今後、

抜本的な検討も必要である。 
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、事後評価において、 評点法による 評価を実
施した。 

○「２．施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性」については「各事業への予算配
分や、実施段階での各事業間の調整については改善の余地があると考えられる。」、
「長期的視野に立った支援が必要な事業もあり、この点については、制度設計の際、
考慮されるべきである。」との事業の構造に関する問題点・改善すべき点の指摘が
あった。 

１－５－３．評点結果 

【評価項目の判定基準】 
評価項目１.～５. 
３点：非常に重要又は非常によい  
２点：重要又はよい 
１点：概ね妥当 
 ０点：妥当でない                   
 
６．総合評価 
３点：実施された事業は、優れていた。 
２点：実施された事業は、良かった。 
１点：実施された事業は、成果等が今一歩の
ところがあった。 
０点：実施された事業は、成果等が極めて不
十分であった。 
 
 

2.50  

1.67  

2.50  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00
評点 

１．施策の目
的・政策的位
置付けの妥

当性 

２．施策の構造
及び目的実現
の見通しの妥

当性 

３．総合評
価 
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１－６．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 
○短期的には成果が限定的な事業も含まれて
おり、長期的な時間軸の視点に立った制度設
計が必要である。その際、将来の国のカタチ、
社会の姿を想定し、そこからバックキャストし
て、地域社会や産業クラスターで何が求めら
れるかを探求し、そのための研究開発につい
て国が支援といった考え方も必要である。 

 
○産学連携共同研究や、技術の橋渡し機能の
あり方については、今後、抜本的な検討を行
い、新たな仕組みを作っていくべきである。 

 
○加えて、他省との連携や他事業との連携等も
視野に入れ、シームレスな制度設計がなされ
るべきである。 

 
○地域の特産品に関連した技術資源を発展さ
せる、あるいは残していく視点も必要と考える
。 

 
○事業の性質により、成果が得られるまでに
要する期間は様々であることから、事業の
性質や事業体系に応じて、また、政府の成
長戦略や他の長期戦略等に沿った形での制
度設計に努めたい。 

 
○産学連携共同研究や、技術の橋渡し機能の
在り方については、諸外国のシステムなど
も参考にしながら、今後具体的に必要な施
策を検討してまいりたい。 

 
○他省庁との連絡会等を活用しながら、他省
庁との連携を促進し、シームレスな制度設
計、制度運用に努めたい。 

 
○地域の資源を活用した研究開発が、事業化
に至った場合における地域経済の活性化に
寄与する効果は大きいことから、当該視点
に立った制度設計に努めたい。 



 ２．技術に関する事業の概要及び成果 
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 ２．Ａ．地域イノベーション創出共同体形
成事業 
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概   要 

実施期間 

予算総額 

体制 

共同体構成員 

平成２０年度～平成２１年度 （２年間） 

１１．２億円（平成２０年度）、８．８億円（平成２１年度） 

地域のイノベーションを担う大学や公設試等が参加する共同体を形
成し、各機関が保有する人材・機器・研究成果等の資源の相互活
用を助成することによってイノベーション創出基盤を整備し、地域経
済の活性化を図る。 
①「共同体形成促進」：共同体を管理運営し、その形成を促進 
②「技術支援共同事業」：コーディネーターや技術者の配置（招へ
い・派遣）          
③「研究開発環境支援事業」：企業の技術開発課題の解決に資す
る試験・評価・分析方法の確立 

独立行政法人、大学、高専、公設試、産業支援機関 等 

補助率 １０／１０以内 

補助率 10/10 

補助金 

経済産業省 
経済産業局  

公設試・大学等による 
共同体を組織 

民間団体等 

１．Ａ．事業の概要（１） 
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（各ブロック毎に関係研究機関が設置する運営協議会が「共同体」を構成。） 

運営協議会事務局 
（協働の規約） 

農業系公設試 
工業系公設試 

地域の大学 

JST 

 イノベーションに関する研究開発支援の
ワンストップ化の実現 
 各機関が研究開発リソース（設備や人材
等）を共有、オープン化し地域に還元 

ユーザー（地域企業） 

相談・依頼 

地域のイノベーション創出 

地域・中小企業の研究開発力を底上げ 

産総研地域センター 
技術コーディネータ 

地域イノベーション創出共同体 

機器オペレータ 

地域の研究機関が大同団結して産業界の
研究開発を支援 TLO 

NEDO 

○研究機関の紹介、技術相談への対応 
○オープン・リソースの地域企業に対する開放 
○地域のニーズに即した試験評価方法の開発、及び提供 

 

 

 

 

 

１．Ａ．事業の概要（２） 
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２．Ａ．制度の目標 

 

目標 
 

設定理由・根拠等 

 
• 多くの研究機関等が参加する

共同体の形成 
 
• 研究会や研修会を通じた機器

の利用促進 
 
• 研究成果や機器のＤＢを作成し

研究資源の有効活用促進 
 
• コーディネータによる技術支援 

 
• 地域のイノベーションを担う大学や公設試等が参加

する共同体を形成し、各機関が保有する機器・研究
成果等の資源の相互活用を助成することによってイ
ノベーション創出基盤を整備し、地域経済の活性化
を図ることを目的としている事業。 

 
• 上記目的を達成するために、左記の目標を設定。 

 
• 目標の達成状況を計るために、以下の指標で確認。 
   ☑共同体へ参加する研究機関等の数 
   ☑設置機器の利用件数 
   ☑本事業に対する満足度   等 
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３．Ａ．制度の成果、目標の達成度（１） 

【研究機関の協議会への参加数】 

 各ブロックにおいては、大学・高専、公設試、産業支援機関等による共同体（協議会）を構成。協議会には多数の研
究機関が参加した、有効な組織であったと判断できる。 
 事業終了した平成２２年度以降も、設置機器の利用も一定程度あり、波及効果をもたらしている。 

【設置機器利用件数】  
地域別延利用件数 

・運営機関の参加機関のうち、地域の大学が中心となって大学の意見を取りまとめたことは、当該地域の国公立大学間の連携強化 
 に有効であった。また、産総研が中心となって公設試の意見を取りまとめたことは、ブロック内の公設試の連携強化に極めて有効であった。 

コメント 

各指標を勘案すると、本事業の目標は概ね達成していると判断できる。 
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北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計 

Ｈ２２年度 1,258 346 1,553 1,182 301 426 710 508 31 6,315 

Ｈ２３年度 1,488 289 1,888 1,014 519 649 822 504 97 7,270 

Ｈ２４年度 1,178 338 1,862 1,126 520 372 594 417 79 6,486 

北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計 

Ｈ２２年度 179.7 63.8 103.5 197.0 55.6 149.7 101.4 101.6 10.3 108.9 

Ｈ２３年度 212.6 47.0 125.9 169.0 95.6 230.0 117.4 100.8 32.3 125.3 

Ｈ２４年度 168.3 60.8 124.1 187.7 100.0 130.7 84.9 83.4 26.3 111.8 

地域別１拠点あたり利用件数 



３．Ａ．制度の成果、目標の達成度（２） 

【設置機器に関する研修会・研究会の満足度】 

  研修会・研究会について、共同体構成員の約６割が「有効」と評価した一方、利用企業からは、「どちらでもない」が 
 ６割弱を占めており、その一要は、研修会・研究会の周知が十分でなく、利用頻度が少なかったと考えられる。 
  設置機器の有用性は、利用企業の９割弱が有用との評価。 

【設置機器の有用性】 

○共同体構成員 ○利用企業 

○利用企業 

【設置機器の選定の妥当性】 

○補助事業者 

・新しい機器についての情報を深く得る機会であり、関係する機関との交流を図る機会としても非常に有効だった。（共同体構成員） 
・業務にマッチしたテーマであり、内容も分かりやすく、とても有用だった。（利用企業） 
・参加していない（機会が少ない）ため評価できない。（利用企業） 

・機器を設置した公設試からの意見が十分に反映された。（補助事業者） 
・企業が利用する際、課題解決に向け相談し利用する上では適切な地域で、かつ民間ニーズのある機器を選定・設置できた。（補助事業者） 
・自社で所有しておらず、近隣の公設試にも所有している機関がなく、有効に活用できた。（利用企業） 

27.6 39.7 27.6 

1.7 

3.4 

0 20 40 60 80 100
(%)

非常に有効だった（n=16） まあまあ有効だった（n=23）
どちらでもない（n=16） あまり有効ではなかった（n=1）
ほとんど有効ではなかった（n=2）
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３．Ａ．制度の成果、目標の達成度（３） 

【データーベースの有用性】 

 研究機関が所有する研究開発資源のデーターベース及び機器のマニュアルの有効性等については、約半数の 
企業等が「どちらでもない」との回答があり、周知広報が十分でなく、認知度も低く、利用頻度も低かったと考えられる。 

【マニュアルの有用性】 

・機器等の保有状況などオンタイムに検索、利用できた。（共同体構成員） 
・機器のデータベースは、全国の機器が一度に仕様などを比較できるため、技術相談や分析依頼に対応でき、機能した。（共同体構成員） 
・他機関の情報を知るうえでの参考になった。（共同体構成員） 
・新たな技術の構築の為に、とても有用なデータとなった。（利用企業） 

・マニュアル記載の分析方法を活用し、外部からの依頼に対し迅速に対応できた。（共同体構成員） 
・機器の利用方法がわかりやすく、様々なサンプルを測定しているので応用しやすい。（共同体構成員） 
・定期的な見直しが出来れば良かった。（共同体構成員） 
・手順書だけでは分からない部分があった。（利用企業） 
・利用していないため回答不可。（利用企業） 

○共同体構成員 ○利用企業 

○利用企業 ○共同体構成員 
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※企業の満足度が低いように見えるが、実態
は多くの企業が機器の利用自体を目的とし、
周辺のソフト事業等については利用していな
いために評価できず「どちらでもない」という回
答になっている。 

※企業の満足度が低いように見えるが、実態
は多くの企業が機器の利用自体を目的とし、
周辺のソフト事業等については利用していな
いために評価できず「どちらでもない」という
回答になっている。 



３．Ａ．制度の成果、目標の達成度（４） 
 コーディネーター、専門家の有用性については、おおかた評価する意見が多かった。 
 本制度設計に対する評価では、補助事業者からは非常に高い評価が得られたほか、共同体構成員からも６割以上
が良かったとの評価がなされている。 

【コーディネーター・専門家の有用性】 

・効果的な指導をしていただけた。（共同体構成員） 
・求める専門性を有していたため満足であった。（共同体構成員） 
・コーディネータの方が精力的に活動してくださり、予定していた企業訪問を実施できた。（共同体構成員） 
・技術、あるいは分野の知見が豊富であり、有用なアドバイス等をいただけた。（利用企業） 
・利用していないため評価できない。（共同体構成員・利用企業） 

【本制度設計に対する評価】 

・設備機器のみならず、講演会の開催、企業への専門家派遣など幅広い事業が実施できた点は良かった。（補助事業者） 
・地域の組織、機関が連携し、地域の課題解決に取り組むことができる事業であり、ある程度、有効で有意義な設計だった。（補助事業者） 
・公設試に機器を設置できたことは、地域の基盤技術の底上げに極めて有効であった。（補助事業者） 

○共同体構成員 ○利用企業 

○補助事業者 ○共同体構成員 
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※企業の満足度が低いように見えるが、実態
は多くの企業が機器の利用自体を目的とし、
周辺のソフト事業等については利用していな
いために評価できず「どちらでもない」という回
答になっている。 



１．事業終了後の各ブロックにおける活動状況の例 

３．Ａ．制度の成果、目標の達成度（参考） 
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○形成した共同体やコーディネート機能、及びデータベースは、自主財源や外部資金等を活用して機能を継 
  続させている。 
○形成した共同体を活用して中小企業の海外への製品輸出を支援する組織体が形成され、技術相談や 
    規格適合性評価試験等を各公設試の自主事業として実施中。 
○形成した共同体をベースとして、「中部イノベネット」を運営し、企業支援やデータベースのメンテナンスを 
    行っているほか、シーズ集の発行等も実施している。 
○補助事業者が継続してデータベース・ホームページ・技術マニュアルを更新し、企業からの問合せに対応 
    している。 

２．各ブロックにおける人材・研究成果等の相互利用状況の例 

【人材の相互利用】 
○地域企業の技術課題解決のため、共同体構成機関で共有できるコンシェルジュを配置し、課題解決手法を 
     検討し実用化・事業化まで対応している。 
○共同体構成機関で共有できるコーディネータを配置し、公設試との連携により、地域企業の技術課題 
  の解決を支援している。 
○管内の中小企業にコーディネータを派遣し、技術課題の把握及び情報を共有している。 
 
【研究成果の相互利用】 
○（独）産業技術総合研究所・大学・公設試等の研究開発資源（機器・技術マップ・技術資料等）を、共同体構 
     成員が活用できるように公開し、相互利用を実施している。 
○セミナーや公開講座等で、共同体構成員が所有している研究成果を公開し、普及促進を図っている。 
○管内企業に共通的な技術課題に資する試験・評価・分析方法の確立に向け、マニュアルなどをホームペー 
     ジで公開している。 



４．Ａ．波及効果 

 

○平成２１年度で本事業が終了した後でも、地域の共同体においては、共同研究等 

 の活動が継続的に行われている地域もあり、発展的な取り組みに繋がっている。 
 

○補助事業者や共同体構成員による本事業の評価、事業の設計に関する評価から 

 も、多くの事業者から良い評価を得ており、本事業の目的である地域経済の活性 

 化に資する事業であったと思料される。 
 

○加えて、事業終了後の導入機器の利用状況を見ても、年間約７，０００件程度の利 

 用が行われており、引き続き、地域企業の研究開発等に資する役割は大きく、地域 

 において波及効果をもたらしていると推測される。 
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５．Ａ．制度のマネジメント・体制等 

【実施体制】 

 各経済産業局から共同体の運営を行う民間団体等に対して補助を実施。 
 本事業の利用企業から、本事業の実施体制に対して６割以上が評価をする回答を寄せている。 

 

 

【実施体制に対する評価】 

目   的  地域のイノベーションを担う大学や公設試等が参加する共同体を形成し、各機関が保有する人
材・機器・研究成果等の資源の相互活用を助成することによってイノベーション創出基盤を整備し、
地域経済の活性化を図る。 

対象事業 ①「共同体形成促進」：共同体を管理運営し、その形成を促進 
②「技術支援共同事業」：コーディネーターや技術者の配置（招へい・派遣）          
③「研究開発環境支援事業」：企業の技術開発課題の解決に資する試験・評価・分析方法の確立 

事業期間 平成２０年度～平成２１年度 

○利用企業 

【事業スキーム】 
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６．Ａ． －１．総合評価（コメント） 

○地域のイノベーション創出基盤の整備を行い、地域経済の活性化を図ることを
目的に共同体の形成、技術支援、研究環境の形成支援の各種事業が実施さ
れた。この事業を通じて（独）産業技術総合研究所と地域の公設試験研究機
関とのつながりや、地域の公設試間のつながりが強化され、地域企業の技術
支援に還元されている。 

 
○地域の大学や公設試等が共同体を形成して、各機関が保有する人材・機器・

研究成果等の相互活用を図る、という有効な仕組みを整備・強化する事業で
あることから、国として行うべき妥当な事業である。 

 
○地域の大学や公設試等に設置されている装置等をデータベース化し、利用促

進にあたっての制度を整備し、それらのワンストップ機関となる共同体を設置
したこと、及び事業終了後も波及効果を生み出していることは、本事業の成
果として大いに評価できる。 

６．Ａ．評価 
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６．Ａ．－１．総合評価（コメント） 
 
 

○ 共同体構成員の満足度は高いが利用企業の満足度の低い項目として、設置

機器に関する研修会・研究会、データベースの有用性、マニュアルの有用性
、コーディネーター・専門家の有用性、が挙げられる。今後、研修会・研究会
等のソフト事業に関する周知を強化する等、企業の利用促進を図る取組に注
力し、利用企業の満足度を上げられるよう改善が望まれる。 
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、事後評価において、評点法による 評価 
 を実施した。  

６ ．Ａ．－２．評点結果 

【評価項目の判定基準】 
評価項目１.～５. 
３点：非常に重要又は非常によい  
２点：重要又はよい 
１点：概ね妥当 
 ０点：妥当でない                   
 
６．総合評価 
３点：実施された事業は、優れていた。 
２点：実施された事業は、良かった。 
１点：実施された事業は、成果等が今一歩のところがあった。 
０点：実施された事業は、成果等が極めて不十分であった。 
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29 



７．Ａ．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 
○ 産学官連携の実績を上げるため

に、シーズとニーズのマッチング
が重要である。地域間によりばら
つきがあることや、実施者と利用
者間で温度差があること、実施主
体により成果差が生じているなど、
興味深い知見が得られているため、
学ぶべき点と反省すべき点を明確
にして、情報を開示・共有すべき。 

        

 
○ ニーズを踏まえたマッチングを行う

ような体制構築に努めたい。また、
事業の実施主体や利用企業の評価を
分析し、情報の開示・共有に努めた
い。    
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 ２．Ｂ．創造的産学連携体制整備事業 
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１．Ｂ．創造的産学連携体制整備事業の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

スキーム 

実施者等 

平成２０年度～平成２４年度 （５年間） 

１３．４億円（補助：平成２０年度 ４．６億円、平成２１年度 ４．３億円、平成
２２年度 ２．７億円、平成２３年度 １．４億円、平成２４年度 １．３億円） 

 大学と産業界及びその他研究機関等との密接な産学連携体制を
構築し、産学のリソースを有効活用して、大学の潜在力ある技術
シーズを、基礎研究から応用開発や、知財・標準化などを含む事業
化に円滑に結びつけるために必要な支援を行い、地域イノベーショ
ンの発現を目指す。また、承認ＴＬＯが行う技術移転活動を支援す
る。 

・承認ＴＬＯ（大学等における技術に関する研究成果の民間企業への移転の促
進に関する法律（平成１０年法律５２号）第４条第３項の規定に基づき、特定
大学技術移転業務の実施に関する計画について承認を受けたもの） 
・日本国内において登記された法人で、事業を的確に実施する能力のあるもの 

補助率 ２／３ 

経済産業省 
経済産業局 

承認ＴＬＯ等 

承認ＴＬＯ 

公募・審査 

募集・調整・決定 
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２．Ｂ．事業の目的 
本事業の目的 
本事業は、地域においてイノベーション創出に向けた中核的役割を担う機関の行う産学連携体制整

備活動及び、承認ＴＬＯの行う技術移転活動に対する支援を行うことにより、大学と連携した地域を
拠点に、大学研究成果を活用した新産業・新市場の創出、雇用創出を図り、経済の活性化を図ること
を目的としている。 

本事業の概要 
①創造的産学連携事業 

 TLO等が、産学連携に係る高度な知識・経験を有する人材（産学連携プロデューサー・産学連携ス

ペシャリスト等）を活用し、地域産業界や研究機関等との密接な産学連携体制を構築するとともに、
産学のリソースを基にした研究開発から事業化までの計画を企画・立案及びその実施等を行うことに
より、新たな製品・サービス等の事業の創出を促進するために必要な費用の一部を補助する。 
 併せて、TLO等が、先導的な産学連携活動を行っている国内外の産学連携機関等における研修へ従

業者を派遣し、優れた技術の見極めやその事業化等に精通した人材を育成するために必要な費用の一
部を補助する。 
②大学技術移転事業 

 大学における研究成果の民間事業者への円滑な技術移転を図るため、平成10年に施行された「大学

等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」（大学等技術移転促進
法）に基づく承認を受けたTLO（承認TLO）が、技術移転事業を実施するために必要な費用の一部を、
承認から5年間に限り補助する。 
③海外出願強化事業 

 大学における研究成果に基づく基本特許の国際的な取得を促進し、我が国の国際競争力を強化する
ために、承認TLOが大学研究成果の海外特許出願等を行うために必要な費用の一部を補助する。 
④特定分野重点技術移転事業 

 技術移転実績が特に優れたＴＬＯをスーパーＴＬＯとして位置づけ、他のＴＬＯの専門性を補完す
るとともに、スーパーＴＬＯにおいて技術移転専門人材の育成を集中的に行うために必要な費用の一
部を補助する。 
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３．Ｂ. 目標 

 

目標・指標 
 

妥当性・設定理由・根拠等 

【目標】 
• より多くの大学等がより深く産学連携に

関与するようになること。 
• 産学の共同・委託研究、学から産への

技術移転がより活性化すること。  
• 産学連携の「拠点」の中核を担う人材が

育成されること。 
• 創設されたＴＬＯ等の初期の活動が円滑

に立ち上がることにより、産学の共同・
委託研究、学から産への技術移転がよ
り活性化すること。 

• 大学等における研究成果に基づく外国
特許権の取得が進むこと。 

 
 

 
 本事業では、地域の大学等が有する技術
シーズの発掘及び、それらと企業等の事
業ニーズとのマッチング、産学連携による
実用化研究開発、事業化による利益創出
と地域社会への還元が連続的かつ自律
的に起こるような社会を実現することを目
標とし、具体的には左記の目標を設定した。 
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４．Ｂ. 成果、目標の達成度（１） 
目標に対する指標 成果 達成度 

• TLO等の産学連携組織と提携する大学等の数          
• 特許実施許諾等件数          
• 育成した産学連携人材の定着状況 
• 大学技術移転事業の補助事業者が関与した特許実

施許諾件数 
• 外国特許出願件数 

 ・ 以下参照  概ね達成 
 

年度 20（6） 21（6） 22（10） 23（9） 24（8） 

提携する大学等の数 62  71  82  85  75  

※年度の（）内は、採択事業者数 

創造的産学連携事業に採択された事業者と提携する大学等の数 
【補助事業者（ＴＬＯ）】地域の大学や企業等との連携体制が充実したか。 

【企業】大学との連携体制が充実したか。 

年度 20（6） 21（6） 22（10） 23（9） 24（8） 

国内特許権実施許諾等
件数 106  97  223 273 319  

国外特許権実施許諾等
件数 39  32  137  128  117  

※年度の（）内は、採択事業者数 
※特許権実施許諾等とは、実施許諾件数、不実施補償締結件数、特許権等
譲渡件数の合算値 

創造的産学連携事業に採択された事業者の関与した特許権実施許諾等件数 

【大学】企業との連携体制が充実したか。 
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４．Ｂ. 成果、目標の達成度（２） 

年度 20（31） 21（32） 22（16） 

外国特許出願件数 663  1,070  1,022  

※対象年度の（）内は、補助事業者数 

海外出願強化事業の補助事業者による外国特許出願件数 

  
  

現在も在籍して
いる人数 

現在は在籍し
ていない人数 

  
うち産学連携に
携わっている人
数 

産学連携プロ
デューサー 

１２ ５ ０ 

産学連携スペ
シャリスト 

４５ ３１ １２ 

産学連携プロデューサー、産学連携スペシャリストの定着状況 

年度 20（12） 21（8） 22（6） 23（6） 24（2） 

国内特許権実施許諾
等件数 183  150  92  88  60  

国外特許権実施許諾
等件数 19  16  16  1  5  

※年度の（）内は、採択事業者数 
※特許権実施許諾等とは、実施許諾件数、不実施補償締結件数、特許
権等譲渡件数の合算値 

大学技術移転事業の補助事業者が関与した特許権実施許諾等件数 

○他地域の大学との提携による成果事例【補助事業者（ＴＬＯ）】 
・大学知財群活用プラットフォーム として現在も活動中。 
・他県の大学等との情報共有が進んだ。 
・先行するTLOの活動事例が確認できた。 
・大学間のシーズの結合で価値増の上、企業に持ち込めた。 
・他県の大学との学学の共同研究に繋がった他、企業との共同取
組みが行われた。 

【補助事業者（ＴＬＯ）】ＴＬＯの広域化・専門化は技術移転活動に役立ったか。 

【大学】ＴＬＯの広域化・専門化により技術移転は進みやすくなったか。 

【企業】ＴＬＯの広域化・専門化により技術移転は進みやすくなったか。 
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５．Ｂ. その他の成果・波及効果（１） 
○承認ＴＬＯの関わった「事業化がなされた特許件数」は増加傾向にある。 
○承認ＴＬＯによる「外国特許出願件数」は、本事業の補助対象あった平成２２年度までは増加傾向にあり、平成２３年からは減少して
いる。 

○承認ＴＬＯのライセンス収入は平成20年度を除いてほぼ横ばい。 
○ＴＬＯの活動が活発になったことで、６割の大学が「メリットがあった」と回答。一方、企業も５割以上が「メリットがあった」と回答。 
○具体的な大学にとってのメリットは「モチベーションの向上」や「知財意識の向上」など、企業にとっては「共同研究先の大学の研究室
の調査、選択が効率的に行えるようになった」「大学との連携がスムーズになった」などがあげられている。 

○ＴＬＯの活動が活発化したことによるメリット【大学】 
• 知財ライセンス収入が大幅に向上した。 
• 企業から大学の発明の引き合いがあることで、教員のモチ

ベーションが高まった。 
• これまでの基礎研究に加え、実用化研究のウエイトが高まっ

てきた。 
• 知的財産の創出・保護・管理・活用に関する意識が向上した。 

【大学】ＴＬＯの活動が活発化することでメリットがあったか。 

【企業】ＴＬＯの活動が活発化することでメリットがあったか。 

承認ＴＬＯの成果 

年度 20（47） 21（47） 22（45） 23（42） 24（39） 

（１）事業化がなされた
国内特許件数 90  78  92  123  64  

（２）事業化がなされた
国外特許件数 8  16  6  42  20  

（３）外国特許出願件数 841  1,287  1,418  1,307  1,197  

（４）広域活動、一体
化・統廃合、特定技術
分野への専門化等の
体制を形成した承認Ｔ
ＬＯの数 

6 6 12 14 14 

ライセンス収入額（千
円） 2,061,928 1,231,578 944,517 849,465 1,069,730 

※年度の（）内は、承認TLO数 
※ライセンス収入額はイニシャルロイヤリティ、ランニングロイヤリティ、不実施保証料、オ
プション契約料、特許譲渡対価等の合算値 

○ＴＬＯの活動が活発化したことによるメリット【企業】 
• 研究開発費を削減できた 
• 大学との連携がスムーズになった。 
• 共同研究先の大学の研究室の調査、選択が効率的に行え

るようになった。 
• 適切な補助金事業を紹介してくれた。 37 



５．Ｂ．その他の成果・波及効果（２） 
○大学がＴＬＯに期待する役割として、「マーケティング調査補助・指導」、「販路開拓支援」、「大学の知財の掘り起こし」と回答した大学
が半数を超えている。 

○一方、企業がＴＬＯに期待する役割として、「技術開発補助・指導」、「大学の知財の掘り起こし」と回答した企業が半数を超えている。 
○両者に共通して期待されているのは「大学の知財の掘り起こし」。 

○ＴＬＯを介した技術移転のメリット・デメリット【大学】 
≪メリット≫ 
・小規模大学においては、技術移転等の専門家を雇用するこ
とは不可能。TLOを利用することで、専門家を雇用した場
合と同等またはそれ以上の効果を得ることができる。 

・大学の研究成果を発掘した上で、最適な企業を見出しライ
センス活動を行うことができる。 

 
≪デメリット≫ 
・学内の状況を深く把握できないため、上辺にある（わかり
やすい）研究シーズ・研究者しか対象とならない。 

・企業との直接的な接触が制限されるため、ニーズが把握し
にくい。 

【大学】ＴＬＯに期待する役割は何か。 

【企業】ＴＬＯに期待する役割は何か。 
○ＴＬＯを介した技術移転のメリット・デメリット【企業】 

≪メリット≫ 
• 共同研究実績の無い先生が開発した技術も利用できる可能性

がでてくる。 
• 大学の先生の負担が軽減し、知財の専門家とビジネスライクな

交渉ができる。 
 

≪デメリット≫ 
• 大学に期待する独創的かつ先進的な技術を長期レンジで獲得

する意味合いが薄れ、TLOの経営を回すために早くお金になる
技術を切り売りする傾向が強まる。 

• 間に入ることで、民と学の間のコミュニケーションにひずみが入
る場合がある。  38 



６．Ｂ． マネジメント・体制等 

【制度のスキーム】 

③海外出願強化事業 

④特定分野重点技術移転事業 

＜対象経費の費目の適切性＞ 

アンケート結果から、補助対象経費の範囲について、全ての事業において回答者の８割以上が「適切」と評価。 

項目 概要 

事業内容 
  

地域の産学連携の中心となる拠点において、複数の大学等と産業界を連
携させる広域的活動を行うTLO（技術移転機関）等における企画立案を含めた

活動が可能な高度な産学連携人材の育成と活用を支援するとともに、当該人
材による産学連携活動（技術移転、共同研究創出、大学発ベンチャー支援）を
支援する。 

補助対象事業 
  

①創造的産学連携事業 
 複数の大学等と産業界を連携させる広域的活動を行うＴＬＯ等に対して、研
究から事業化までの企画立案を含めた活動が可能な高度な産学連携人材の
育成と活用、及び当該人材による産学連携活動に必要な費用の一部を補助す
る。 
②大学技術移転事業 

承認ＴＬＯに対して、承認から５年間に限り技術移転事業に必要な費用の一
部を補助する。 
③海外出願強化事業 

承認ＴＬＯに対して特許の海外出願に対する費用の一部を補助する。 
④特定分野重点技術移転事業 

技術移転実績が特に優れたＴＬＯをスーパーＴＬＯとして位置付け、他のＴＬ
Ｏの専門性を補完するとともに、スーパーＴＬＯにおいて技術移転専門人材の
育成を集中的に行うために必要な費用の一部を補助する。 

補助対象者 
  

①技術移転活動を行うもの 
②③④承認ＴＬＯ 

補助金額 
  

①平成20年度 100万円～2,000万円 
平成21年度 100万円～3,000万円 
平成22年度（新規分） 300万円～3,000万円 
平成22年度（継続分） 200万円～3,000万円 
平成23～24年度 300万円～3,000万円 

②平成20～21年度 100万円～3,000万円 
平成22～24年度 300万円～3,000万円 

③平成20～21年度 下限100万円 
平成22年度 下限300万円 

④平成20年度 下限100万円 
補助率 ２／３以内 

事業実施期間 交付決定日からその年度の年度末 

①創造的産学連携事業 

②大学技術移転事業 
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６．Ｂ． －１．総合評価（コメント） 

○大学と産業界等との密接な産学連携体制の構築・強化の
ため、承認TLOの活動を支援することは有効である。また、

大学・企業等の関係者の評価も高く、技術移転に限らずメ
リットがあったと評価できる。 

 
○一方、TLOに期待する役割としては、大学側でマーケティン

グを期待している一方、企業側ではシーズの発掘を期待し
ているなど、ギャップがあり、こういったTLOに共通する課

題について、その改善を図るための具体的な方策を明確に
し、実行することが望まれる。また、成果の把握について、
定性的な評価のみではなく、数値で表れる評価を実施して
いく事も必要である。 

６．Ｂ．評価 
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、事後評価において、評点法による 評価を実
施した。 

○「３．成果、目標の達成度の妥当性」については、「成果の把握について、定性的な
評価のみではなく、数値で表れる評価を実施していくことも必要ではないか」との成果
の把握について指摘があった。 

○「４．事業化、波及効果についての妥当性」については、「TLOに期待する役割が大
学と企業で異なっているなど、TLOに共通する課題について、その改善を図るための
具体的な方策を明確にし、実行することが望まれる」との指摘があった。 

６ ．Ｂ． －２．評点結果 

  
  

 

 

【評価項目の判定基準】 
評価項目１.～５. 
３点：非常に重要又は非常によい  
２点：重要又はよい 
１点：概ね妥当 
 ０点：妥当でない                   
 
６．総合評価 
 
（事後評価の場合）  
３点：実施された事業は、優れてい
た。 
２点：実施された事業は、良かった。 
１点：実施された事業は、成果等が
今一歩のところがあった。 
０点：実施された事業は、成果等が
極めて不十分であった。 
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７．Ｂ．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 
○基礎研究から応用開発、知財、工業化、
市場性など広い分野の経験と知識を有す
る人材をコーディネーター役に登用し、
補佐するスタッフの育成が重要である。 

 
○イノベーションを支える人材について、ど
のような人材が必要か十分に検討した上で
必要な施策を検討してまいりたい。     
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 ２．Ｃ．地域イノベーション創出研究開発
事業（研究開発制度） 
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１．Ｃ．制度の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

地域において新産業の創出に貢献しうるような最先端の技術シー
ズをもとに、企業、公設試、大学等の研究開発資源を最適に組み合
わせて形成された共同研究体が行う実用化開発への支援。 

平成２０年度～平成２３年度 （４年間） 

１８８億円（委託） 
（平成２０年度：６３．２億円 平成２１年度：６５．１億円 平成２２年度：４９．４億円、
平成２３年度：１０．０億円） 

スキーム 

実施者等 
中小企業、大学、高等専門学校、独立行政法人等 

  

経済産業省 
経済産業局 

管理法人 
（研究実施者） 公募・審査 

大学等、民間企
業、公設試等 

再委託等 

委託金額 
１プロジェクト１年度あたり上限１億円以内 
（地域資源：３，０００万円以内） 
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２．Ｃ．制度の目的・政策的位置付け（１） 

制度の目的 

 本事業は、地域において新産業・新事業を創出し、地域経済の活性
化を図るため、産学官の研究開発リソースの最適な組み合わせからな
る研究体を組織し、新製品開発を目指す実用化技術の研究開発を通
じて、新たな需要を開拓し、地域の新産業・新事業の創出に貢献しうる
製品等の開発につなげることを目的とする。 
 上記目的を具現化するため、本事業を実施するにあたっては、研究
開発成果が技術等の実用化に留まるものではなく、実際に事業化する
ところまで目指したものとなるような研究開発であることが必要である。 
なお、本事業でいう「実用化」とは試作品製作段階まで至ったものを指
し、また「事業化」とは市販まで至ったものを指す。 

政策的位置付け 

 総合科学技術会議、産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会
において有識者を含めて、新産業の創出につながる大学の体制整備
、産学連携の研究開発、イノベーション創出の重要性についての報告
書が取りまとめられた。また、総合科学技術会議知的財産戦略専門調
査会「知的財産戦略について」、知的財産戦略本部「知的財産推進計
画2007」及びイノベーション25戦略会議「イノベーション25」においても
、それらの取組の必要性が謳われている。 
 このため本事業では、産学の共同研究開発への支援を行うことによ
り、地域のイノベーションを促進させ、新産業・新事業の創出に貢献し
うる製品等の開発につなげることで、地域経済の活性化を図ることを
目的として事業を実施した。 



事業名 戦略的基盤技術高
度化支援事業 

中 小 企 業 ・ ベ ン
チャー挑戦支援事業
（実用化研究開発事
業） 

大学発事業創出実用
化研究開発事業 

A-STEP 
（実用化挑戦タイプ） 

実施主体 経済産業省（中小企
業庁） 

経済産業省（中小企
業庁）、中小企業基
盤整備機構 

経済産業省 文部科学省 

制度概要 

我が国製造業との国
際競争力の強化と、
新たな事業の創出を
目指し、中小企業の
基盤技術に資する革
新的かつハイリスク
な研究開発等を促進
する。 

中小企業者が行う実
用化研究開発に対し、
補助金を交付すると
ともに、その成果の
実用化に向けたコン
サルティングを一体
的に実施することに
より、中小企業者の
事業化を支援する。 

大学等の優れた先端
技術シーズを民間企
業との産学連携により
実用化・事業化に効
果的に結実させること
を通じて、我が国技術
水準の向上とともに、
イノベーションの促進
を図る。 

大学等のシーズについ
て、①研究開発型中小･
ベンチャー企業での実
用化開発を支援、②革
新的な医薬品等の実用
化開発を支援、③開発
リスクを伴う大規模な実
用化開発を支援する。 

支援対象
者 

認定中小企業、ユー
ザー企業、研究機関
等からなる共同研究
体 

中小企業者、創業予
定の個人、中小企業
団体 

大学等、TLO、民間企
業 

シーズの発明者・所有
者の了承を得た開発実
施企業と大学等の研究
者 

補助率等 委託  2/3 2/3 委託 

補助金等
上限 4500万円以内 4500万円以下 1,000万円以上～１億

円程度／年 ３億円～２０億円以内 

期間 平成18年度～ 平成16-20年度 平成20-23年度 平成21年度～ 
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２．Ｃ．制度の目的・政策的位置付け（２） 



 
目標・指標 

 
妥当性・設定理由・根拠等 

 
研究開発終了３年後時点での事
業化率： 
 
３０％（平成２０年度） 
４０％（平成２１年度以降） 

 
・地域新生コンソーシアム研究開発事業の実績をも
とに当初の目標を３０％に設定した。 
 
・地域イノベーション創出共同体形成事業と組み合
わせること等により、一層の実効性がある成果が得
られると考えられることから、目標値を４０％に変更し
た。 
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３．Ｃ．目標 

研究開発終了３年後時点での事業化率３０～４０％としている。 



80.2%

17.5%

3.2%

8.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自己資金 (n=101)

他の公的補助金等 (n=22)

民間金融機関による融資 (n=4)

公的融資 (n=0)

その他 (n=11)

年度 目標・指標  成果 達成度 

平成20年度 事業化率３０％ ２４．５％ (12/49) 未達成 

平成21年度 事業化率４０％ ２４．３％ ( 9/37) 未達成 

平成22年度 事業化率４０％ ３５．０％ (14/40) 未達成 
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４．Ｃ．成果、目標の達成度（１） 

注）「達成度」の欄には、達成、一部達成、未達成を選択して記載。未達の場合は、達成見込み時期も記載 

研究開発終了３年後時点での事業化率３０～４０％とする目標は未達成となった。 
事業終了後３年を超えた後に事業化に成功した事例が４～５％あること、今後も
研究開発を積極的に推進することとしている事業者が７割程度いることから、今
後も事業化率が伸びていくと考えられる。 

経過年数による事業化率 
年度 ３年以内に達成 現時点までに達成 備考 

H20 24.5% (12/49) 28.6% (14/49) － 

H21 24.3% (9/37) 29.7% (11/37) 事業終了後３年に満たない事業が複数ある。 

H22 35.0% (14/40) 35.0% (14/40) 事業終了後３年に満たない事業が多数ある。 

成果に係る研究開発等の継続実施の意向 

32.5% 34.9% 20.6% 4.8% 7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

非常に積極的に推進して行く (n=41) まあまあ積極的に推進して行く (n=44)

どちらでもない (n=26) あまり積極的に推進して行かない (n=6)

継続しない (n=9)

事業化に向けた追加研究の資金調達方法 

事業化に向けた追加
研究を自己資金により
行っている事業者が８
割を超えている。 



雇用
者数 5名未満 5名以上 

10名未満 
10名以
上50名
未満 

50名以上
100名未

満 
100名以上 

件数 36 15 33 5 9 

％ 36.7％ 15.3％ 33.7％ 5.1％ 9.2％ 

10.5% 11.8% 
5.5% 6.4% 10.2% 7.0% 

13.5% 24.8% 

46.7% 37.0% 

13.5% 13.0% 

新規雇用者数（直近年度） 新規雇用者数（累計） 
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４．Ｃ．成果、目標の達成度（２） 
特許出願状況について、地域新生コンソーシアム研究開発事業の実績と比
較すると、本事業の方がより成果を出している。 
また、一定の売上げ、雇用が創出されており、今後、更なる売上げや雇用の
創出が見込まれる。 

新規雇用の状況（上図：実績、下表：10年後までの累計見込み） 売上げの状況（上図：実績、下表：10年後までの累計見込み） 

特許出願状況（実績） 

15.3% 12.7% 9.6% 
11.9% 

2.3% 5.5% 

9.8% 
1.5% 8.3% 

15.1% 

19.7% 16.7% 

30.7% 
48.4% 38.6% 

17.3% 15.3% 21.3% 

特許等出願件数 特許等登録件数 特許等実施件数 

47.7% 52.0% 

2.6% 2.5% 
1.9% 5.5% 9.2% 

14.0% 10.2% 
8.1% 

28.3% 17.7% 

直近事業年度の 

製品売上額合計 

累積売上額の合計 

売上 1千万円
未満 

1千万円以
上5千万円

未満 

5 千万円
以上 1 億
円未満 

1億円以
上10億円

未満 

10億円以
上 

件数 13 11 7 35 27 

％ 14.0％ 11.8％ 7.5％ 37.6％ 29.0％ 

合計約 
22億円 

合計約
240名 



23.1% 53.8% 20.5% 2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

新産業の創出に大きく貢献した (n=9) 少しは新産業の創出に貢献した (n=21)

どちらでもない (n=8) あまり新産業の創出に貢献しなかった (n=1)

まったく新産業創出に貢献しなかった (n=0)
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５．Ｃ．事業化、波及効果 
 

  

 
 年度（平成） 20 21 22 平均 

実用化計画の策定率 ５４．５％ ５８．８％ ６１．９％ ５８．３％ 

事業化計画の策定率 ５４．３％ ５７．７％ ６５．３％ ５８．６％ 

実用化・事業化未達成のテーマについて、将来の実用化・事業化計画の策
定率は約６割となっている。今後３年以内の事業化、実用化達成率はそれぞ
れ３７％、２９％となっている。 
今までに一次効果として約５０億円の生産誘発額が生じ、受託事業者の７
７％が本事業が新産業の創出に貢献したと回答している。 

今後事業化に至る期間 今後実用化に至る期間 

売上げ実績に基づく経済波及効果 本事業の新産業の創出への貢献 

5.0% 31.7% 5.0% 6.7% 51.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１年以内 (n=3) ３年以内 (n=19) ５年以内 (n=3) １０年以内 (n=4) 未定 (n=31)

3.4% 25.3% 12.6% 4.6% 54.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１年以内 (n=3) ３年以内 (n=22) ５年以内 (n=11) １０年以内 (n=4) 未定 (n=47)
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６．Ｃ．研究開発マネジメント・体制等 
プロジェクト管理法人や大学等から構成される研究体により事業を実施し、事
業化率向上のためプロジェクト・マネージャー（ＰＭ）を設置している。 

申請に係る事業者の負担や採択基準は適切であり、事業化に向けてプロジェ
クト・マネージャー（ＰＭ）が上手く機能した。 
過去の施策に比べて成果のＰＲを積極的に実施している。 

採択基準の適切性（受託事業者） 申請に係る負担（受託事業者） 

事業化段階でのＰＭへの評価 成果のＰＲ状況 

34.1% 51.6% 14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

適切であった (n=43) どちらでもない (n=65) 適切でなかった (n=18)

61.1% 36.5% 2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

適切であった (n=77) どちらでもない (n=46) 適切でなかった (n=3)

34.1%

26.2%

38.9%

36.5%

19.0%

22.2%

7.9%

12.7%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受託期間中

終了後

非常に上手く機能した 大体は上手く機能した
どちらでもない あまり上手く機能しなかった
機能しなかった

12.6% 9.8% 18.5% 10.3% 10.9% 
10.3% 7.6% 

8.3% 
6.5% 11.3% 

22.3% 
13.3% 

8.4% 17.1% 11.6% 

25.3% 
25.2% 21.7% 16.8% 19.9% 

18.1% 
21.6% 25.7% 

21.9% 25.3% 

11.4% 22.4% 17.4% 27.5% 21.0% 

大
学
等
の
一
般
公
開
で
の

研
究
成
果
の
講
演 

一
般
市
民
を
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象
と
し
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事業化成功事例① 
『新規化学法による希少糖含有異性化糖の生産技術の開発』 
（公益財団法人かがわ産業支援財団（管理法人）、松谷化学工業株式会社（ＰＭ）、合同会社希少糖生産技術研究所 他、 

平成２１～２２年度実施、執行額４．４千万円） 

 （１）事業概要 
 自然界に希有な希少糖は、香川地域で酵素法によっ
て生産され、食品・医薬品・農業分野等への利用性が
示された。早期の実用化の為には、安全で安価な大量
生産法の確立が不可欠になっている。本研究は、新規
化学法（イオン交換樹脂法）を用いた連続生産法による
大量生産技術の開発を目指すものである。 
 その結果、最適な条件を選び、希少糖D-プシコース
５％以上含有の異性化糖を安定的に生産することがで
きるようになり、平成２３年度より一斗缶での販売、平
成２４年１２月からは家庭用として500gボトルの販売を
開始している。 
 
（２）本事業により事業化した製品 
商品名：レアシュガースウィート など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考１．「レアシュガースウィート」業
務用一斗缶 

参考２．「レアシュガースウィート」
500ｇボトル 

 

（３）本事業の波及効果 
・約４００品目を製品化 
・事業をきっかけに、雑誌などのメディアに取り上げられ
ることが多くなった。 
・新たな業界とのつながりができ、流通の幅が広がった。 
 
（４）管理法人の役割 
 本事業において、事業管理法人は円滑に研究を推進
するため、運営管理、財産管理、研究体構成員相互の
調整を行った。また、生産技術開発の調整、各機関の
生産性向上のための技術改良の研究及び機能性につ
いての追試験の取組について、プロジェクトマネー
ジャーとともに管理を行った。 
 
（５）事業化に向けたＰＭの役割 
 研究推進委員会を通じて、状況を把握すると同時に、
課題の解決のために適宜、関係の研究者を集めて意
思確認し、目標達成に最適な体制つくりに務めた。 
 
（６）その他の取組 
 製品の使用食品企業、消費者に対する周知普及の
戦略をたて、県とも連携を行った。 
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事業化成功事例② 
『可視光通信技術を用いた水中通信技術の研究・開発』 

（株式会社２１ざまみ（管理法人）、株式会社リセ（ＰＭ） 他、平成２１～２２年度実施、執行額３千万円） 
 

（１）事業概要 
 水中における無線通信方式として音波を利用した通
信が行われているが、海面・海底からの反射や波に
よって雑音が入りやすく発言している人物の判断が困
難との課題がある。 
 そのため、ケーブルレスで動きやすく、音波ほど拡散
せず調整及び発言者の判別が容易な可視光を応用し
た水中通信機器を開発。 
 従来の音波を利用した水中での無線通信方式と比べ
て、雑音が少なく視認による通信ができるため、観光客
の水中アミューズメントに対する不安を減少させること
ができる。 
 
（２）本事業により事業化した製品 
商品名： i-MAJUN    
売上： ２００万円（平成２５年５月から販売を開始。） 
概要： 
・ＬＥＤを用いた可視光による水中通信装置 
・海面等の反射や波による雑音が少ない 
・水中スピーカーは骨伝導式を採用し、水中でも聞き取  
 りやすい。 
 
 
 
 
 

（３）本事業の波及効果 
・会社全体の売上の変化 
 （事業開始前） ０円 ⇒ （現在）１,０００万円 
・本事業で開発した通信機器の製造・販売等を行うため、
新会社（(株)マリンコムズ琉球）を設立。 
・特許４件、商標1件を出願中である。 
・研究開発した製品を応用した陸上及び水中での遠隔
操作用装置を他分野（建設業）企業と共同で開発中で
ある。 
・製品製造のための新規雇用を行った。 
 
（４）管理法人の役割 
  本事業において、事業管理法人は円滑に研究を推
進するため、運営管理、財産管理、研究体構成員相互
の調整を行うとともに、事業化に向けての取組等を話し
合い情報を共有、今後の方向性の統一化を図った。 
 
（５）事業化に向けたＰＭの役割 
・本事業で開発した可視光通信機器を実際に水中でも
使えるように筐体保護材料等の選別及び試作を研究
機関等と行った。 
・子供を含む製品利用想定者に試験的に体感させるイ
ベント等を開催することにより、製品の課題探索及び
周知を図った。 

 
 

参考１．i-MAJUN 参考２．水中での通信試験の様子 
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事業化成功事例③ 
『抗体チップを用いた未病検査システムの開発』 

（国立大学法人名古屋大学（管理法人）、 （株）ヘルスケアシステムズ（ＰＭ） 他、平成２１～２２年度実施、執行額８．３千円） 
 （１）事業概要 

 本事業では、分子認識光固定化法（タンパク質の新し
い固定化法）による抗体チップを用いて、検体受領から
測定、データ解析に至る過程を自動化したシステム及
びデータ管理システムを合わせて構築し、トータルで
ユーザビリティの高い未病検査システムを開発した。 
 
（２）本事業により事業化した製品 
・事業化を担当した（株）ヘルスケアシステムズでは、医
療サービスとして医療機関等における尿や涙液等生
体試料中の酸化ストレス分析サービスを開始した。 

 
商品名：酸化ストレス分析 売上（累計）２，１０８万円 
（・尿検体：＠５，０００円、涙液検体：＠６，５００円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）本事業の波及効果 
・会社全体の売上の変化 
事業前（創業初年度）：１１３万円⇒現在：７，３８０万円 
・本事業により、共同研究機関との連携が深まり、新た
な製品開発へとつながった。 
・本事業の成果を英文書籍に掲載することとなり、企業
や研究機関からの認知度、信頼度が向上した。 

 
（４）管理法人の役割 
 本事業において、事業管理法人は円滑に研究を推進
するため、運営管理、財産管理、研究体構成員相互の
調整を行うとともに、プロジェクトマネージャーと共に研
究共同体の各機関と調整を行い、補完研究の進捗管
理を行った。 
 
（５）事業化に向けたＰＭの役割 
・委託事業後も定期的な会議を開催し、進捗や問題点
を共有するとともに、開発課題に優先順位をつけ、早期
の事業化を図った。 
 
（６）その他の取組 
・涙液分析など本検査法を用いた応用開発に取り組み、
製品の拡充に努めた。学会併設展示会への出展や、
中小機構の海外展開調査事業の活用を通じ、海外展
開も視野に入れた販路拡大に取り組んできた。 

参考１．抗体チップ 参考２．検体分注装置 
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事業化成功事例④ 
『ハイブリッドエアロゲル技術を用いたＩＨ対応樹脂食器の開発』 

（関西ティー・エル・オー（株）（管理法人）、（株）下村漆器店（ＰＭ） 他、平成２２～２３年度実施、執行額４．１千万円） 
（１）事業概要 
 越前漆器の伝統的な漆重ね塗り技術を用い、高温状
態となっても、食品色素の沈着（こびりつき）などが発生し
ないＩＨ対応食器の開発。 
 病院など大勢の人がいる施設での食事の提供にあたっ
て、生の食材を食器に盛り付け、トレーにセットし、ＩＨフー
ドカートを用いて大量かつ同時に調理を行い、できたての
ままで提供できる効率的な調理システムを提案し、その
際に用いる食器である。ランニングコストの削減やエネル
ギーの省力化に貢献し、食中毒の発生リスクの低減も見
込まれる。 
 製作にあたっては、耐熱性の高い樹脂と金属容器を一
体化し、化学塗料で装飾（模様付け）したあと、表面保護
コーティングを施す。コーティング液も本事業で開発した
もので、長年培った伝統的な漆重ね塗り技術を用いた多
層コーティングを施すことによって、より強固な表面保護
を可能とした。 
 

（２）本事業により事業化した製品 
商品名：IH専用丸型主菜皿、IH専用オーバル型主菜皿、  

 IH専用スープカップ  売上：約８００万円 
 
 
 
 
 
 
 

（３）本事業の波及効果 
・会社全体の売上の変化 
（事業開始前） ２５２百万円 ⇒ （現在）２７９百万円 
・ＩＨフードカートによる食事提供システムは、主に病院
で採用されており、衛生管理と食事の美味しさの追求
の点で注目されている。また、介護施設でも関心をも
たれており、モデルユーザーとして老人福祉施設に提
供している。 
・病院、介護施設など、従来の産地事業とは異なる
ユーザーが確保でき、販路が広がった。 

 
（４）管理法人の役割 
 本事業において、事業管理法人は円滑に研究を推進
するため、運営管理、財産管理、研究体構成員相互の
調整を行うとともに、国内外の市場調査及び関連企業
調査を実施し、販売拡大を支援した。 
 
（５）事業化に向けたＰＭの役割 
・地元事業者などと連携を図り、生産体制を整えた。 
・食器としてのデザイン性確保のためデザイナーを採用
し、模様デザインに工夫をこらすようにした。 
・ＩＨフードカートを使用した料理レシピの提供も重要で
あることから、数百種類のレシピを考え、商品化を進
めている。 

 
 
 
 

参考１．ＩＨ対応食器 

参考３．ＩＨフードカート 

参考２．生の食材を盛り
付けたままで調理された

料理 
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６．Ｃ． －１．総合評価（コメント） 
○産学官の研究開発リソースの最適組み合わせからなる研究体を組織し、研究

開発成果が技術の実用化に留まらず、事業化を目指すとして目的が明確で
あり、実用化率・事業化率は高く、効果的な事業であったと判断できる。事業
化の前に立ちはだかると想定されるリスク負担の軽減に関与しようとする制
度は国の関与する事業として重要である。 

 
○支援終了後も継続して研究開発を実施しているものも多いなど、本事業の意

義はあったと考える。 
 
○事業化に至ったテーマについては、事業化のリスクとその軽減、回避に成功し

た内容、本事業の支援の効果等を明らかにしてほしい。事業化率の目標が
国の研究開発制度としては高すぎる場合、リスクを克服するための研究開発
支援が行えなくなる可能性も有り、目標とする事業化率を適正に設定すること
を検討するとともに、人材面や他の技術応用などへの波及効果など、事業化
率以外の観点で評価方法を検討することも必要である。 

 
○波及効果については、その成果はまだ限定的であり、また未達成ながらその

成果を先に期待できるものも存在することから、より多次元的に把握すること
、継続したフォローアップを期待したい。 

６．Ｃ．評価 



57 

○「経済産業省技術評価指針」に基づき、事後評価において、 評点法による 評価を実
施した。 

６ ．Ｃ． －２．評点結果 

【評価項目の判定基準】 
評価項目１.～５. 
３点：非常に重要又は非常によい  
２点：重要又はよい 
１点：概ね妥当 
 ０点：妥当でない                   
 
６．総合評価 
３点：実施された事業は、優れてい
た。 
２点：実施された事業は、良かった。 
１点：実施された事業は、成果等が
今一歩のところがあった。 
０点：実施された事業は、成果等が
極めて不十分であった。 

2.50  2.67  

2.17  
2.33  2.33  2.50  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00
評点 

１．制度の
目的・政策
的位置付
けの妥当

性 

２．研究
開発等
の目標
の妥当
性 

３．成果、目
標の達成度
の妥当性 

４．事業化、
波及効果に
ついての妥

当性 

５．研究開発マ
ネジメント・体
制・資金・費用
対効果等の妥

当性 

６．総合評価 
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７．Ｃ．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 
 ○地域のリソースとして、地域伝統技術の由来、

立地要件などの地域の特性を活用するとともに、
最先端の知識、技術を絞り込んでイノベーショ
ンの創出を図り、時代の要請に応じた産業の振
興が望まれる。 

  

 ○成果が出るには時間が短いケースが散見される
ため、フォローアップシステムが必要である。 

  

 ○比較的高い事業化率を達成した理由として、審
査基準及び審査システムが技術の高い・低いで
はなく、事業化率、社会貢献性等を重要視する
など、高い事業化率につながるように工夫され
ていたものと推測されるため、本事業の審査基
準、審査システムを他の事業に活かすことを期
待したい。 

 

 ○また、評価の基準は、事業化率だけではなく、
人材面や他の技術応用などへの波及効果なども
含め、多次元的な項目で捉えることが必要であ
る。 

 
○地域資源を活用した地域発のイノベーションの創

出が図られるよう、必要な施策を講じてまいりた
い。 

 

 

○引き続きフォローアップをすることにより、本事
業による成果の把握に努める。 

 

 

○本事業の審査基準等の審査システムを他の事業で
も活用できるように努める。 

 

 

 

 

 

○波及効果については、フォローアップをすること
により多次元的な項目で把握できるよう努める。 

 

         

 



 ２．D．大学発事業創出実用化研究開発

補助事業（研究開発制度） 
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１．D.大学発事業創出実用化研究開発補助事業の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

補助金額 

平成２０年度～平成２３年度 （４年間） 

５８億円（補助（補助率：２／３）） 
（平成２０年度：１９．５億円 平成２１年度：２１億円 平成２２年度：１２．４億円、平
成２３年度：５．２億円 ※平成２２年度以降は継続分のみ） 

技術移転を扱う組織（承認TLO、認定TLO、大学等の研究成果を技術移

転する業務を行うことのできる大学、大学等の研究成果を技術移転する業

務を行う旨を表示している者）、大学等（高専、公設試、独法含む）、企業 

①研究開発：１，０００万円～１億円程度、②事前調査：２００万円ま
で、③産業技術人材活用：月額３５万 

大学等の有する優れた技術シーズを事業化するために、民間企業と大学
等が連携して実施する研究開発事業等を対象として、技術移転を扱う組
織や民間企業に対し支援を行う。  

スキーム 

  

NEDO 

TLO等 

公募・審査 

大学等 

経済産
業省 企業 

企業 

大学等 

共同研究 

共同研究 

研究開発資金の提供 

研究管理主体 

運 営
費 交
付金 産業技術

人材 
受入機関 

受入 
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２．D.制度の目的・政策的位置付け 

制度の目的 

政策的位置付け 

 本制度は、大学等の優れた技術シーズを民間
企業との産学連携により、事業化に効果的に結
実させることを通じて、我が国技術水準の向上と
ともに、イノベーションの促進を図ることを目的と
している。 

 経済成長戦略大綱（平成１８年７月６日財政・経
済一体改革会議）において、イノベーションを種
から実へ育て上げる仕組みの強化、特に、大学、
公的機関、産業界、政府が連携し、研究から市
場へ、市場から研究へと双方向の取組を促す仕
組みの構築を目指すことの重要性が示された。 
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２．D. 目的・政策的位置付け 

事業名 戦略的基盤技術高度化支援
事業 

地域イノベーション創出研究
開発事業 

産学共同シーズイノベーショ
ン化事業 

研究成果最適展開支援プロ
グラム（A-STEP） 

実施主体 経済産業省（中小企業庁） 経済産業省 （独）科学技術振興機構 （独）科学技術振興機構 

制度概要 

我が国製造業との国際競争
力の強化と、新たな事業の創
出を目指し、中有小企業の基
盤技術に資する革新的かつ
ハイリスクな研究開発等を促
進する。 

地域において新産業・新事業
を創出し、地域経済の活性化
を図るため、産学官の研究開
発リソースの最適な組み合
わせからなる研究体を組織し、
新製品開発を目指す実用化
技術の研究開発を実施する。 

大学・公的研究機関等の基
礎研究に着目し、産業界の
視点からシーズ候補を顕在
化させるためのFS及び、顕在

化したシーズの実用性検証
のための共同研究に対し支
援する。 
  

大学等のシーズについて、①
研究開発型中小･ベンチャー
企業での実用化開発を支援、
②革新的な医薬品等の実用
化開発を支援、③開発リスク
を伴う大規模な実用化開発
を支援する。 

支援対象者 
認定中小企業、ユーザー企
業、研究機関等からなる共同
研究体 

管理法人、総括事業代表者
および研究実施者（民間企業
および大学・高専等の試験研
究機関） 

企業及び研究者の連名 
シーズの発明者・所有者の
了承を得た開発実施企業と
大学等の研究者 

他制度との棲
み分けなど 

ものづくり22技術分野を対象

を対象としており、複数企業
の共同研究を支援するもの。
法律に基づく計画認定等を
受け支援対象を決定する。 

地域における新事業・新産業
の創出を目指し、共同研究体
による研究開発に対し、支援
を行うもの。 

大学の基礎研究に潜在する
シーズの顕在化、及びその
シーズの実用性の検証のた
めの共同研究に対し、支援を
行うものであり、基礎研究か
ら応用研究の段階への支援
である。 

大学等の研究成果の実用化
までの各段階での支援であ
るが、大学と企業の研究者が
主体となって申請するもので
あり、技術移転機関が対象
者ではない。 

【関連する他の類似事業】 



 
目標・指標 

 
妥当性・設定理由・根拠等 

【目標】 
補助期間終了後３年以上経過し
た時点での事業化達成率２５％ 
 

 大学等の優れた技術シーズを民間企業との産学
連携により、事業化に効果的に結実させることを通
じて、我が国技術水準の向上とともに、イノベーショ
ンの促進を図ることを目的としており、指標を採択案
件の研究開発等の成果の事業化率とし、数値目標
を設定している。 
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２．D．目標 



目標に対する指標 成果 達成度 

【目標】 
補助期間終了後３年以上経過した時点での事業化
達成率２５％ 

 
【指標】 

採択案件の研究開発等の成果の事業化率 

• 平成２０～２１年度の採択案件のうち、事業終了
後３年以上経過したものの事業化達成率：１４．
３％ 

• 平成２０～２１年度の採択課題全体の現時点の研
究開発の事業化達成率：１１．５％ 
 

• （産業技術人材活用事業の採択者は6名） 

未達 

３．D. 成果、目標の達成度（１） 

採択年度 平成２０年度 平成２１年度 合計 

採択件数 25 27 52 

事業化件数 3 3 6 

事業化率 12% 11% 11.50% 

補助事業終了後３年
以上経過した時点で
の事業化 

－ － － 

特許出願件数 27 42 69 

ライセンス供与件数 4 3 7 

技術供与件数 0 0 0 

プロトタイプの作製 61 8 69 

技術論文の発表数 28 11 39 

事業化件数はNEDO実用化状況報告書より記載。特許出願件数以下
は協創プログラム事後評価アンケートから記載（回収率約70％) 

現時点での事業化状況 

売上実績はない、研究開発実施中と回答した方の今後の事業化に向けた
計画の有無 

「明確な計画がある」「大まかな計画がある」と回答した方の今後事業化に
必要な期間 

※アンケート結果から、現時点で事業化まで至っていない課題のうち、研究開発
実施中のものは５割以上であり、それらの課題の今後の事業化に向けた計画は、
大まかなものも含めて「計画がある」割合は８割以上であることから、今後事業化
達成率の向上が見込まれる。 
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３．D. 成果、目標の達成度（２） 

65 

本制度の補助事業終了後に、事業化に向けた追加支援として必
要な事項として期待したいこと 補助事業の研究開発成果の事業化を試みていた際の課題（1位） 

平成20
～21年
度の事
業あり
（32） 

 事業化に向けた課題については、技術の高度化（製品性能向上）が一番多く、次に販路開
拓、情報収集（市場情報等）があげられた。また、事業化に向けた追加支援として必要な事
項として期待されることは、資金面の支援、人的・情報面の支援ともに、「継続研究」及び「実
用化手前での試作やテスト実施」が多くあげられた。 



 

 

66 

４．D．事業の事業化、波及効果 

  

 
 

 本事業の波及効果としては、自社全体の技術力・研究開発力・事業化推進力が向上した、
大学、高等専門学校との連携体制が充実した、という意見が多かった。 
他に企業のPR効果があった、技術移転機関や公設試との人脈形成、などがあげられた。 

事業実施の成果による波及効果の有無 

推 計 項 目 

直接効果 
（新規需要額） 

生産誘発額 就業者創出数 

百万円 百万円 人 

 １次効果 2,062  4,704  209  

 ２次効果 939  1,534  114  

合  計 3,001  6,238  323  

【波及効果】 
平成20年度 平成21年度 合計 

事業終了
後の実
績・見込 

売上 
（万円） 

要員 
（人） 

売上 
（万円） 

要員 
（人） 

売上 
（万円） 

要員 
（人） 

3年後 3,700 48 9,271 48 12,971 96 

4年後 13,500 50 23,325 52 36,825 102 

5年後 92,600 72 63,830 84 
  

156,430 156 

10年後 367,200 118 462,800 120 830,000 238 

※地域イノベーション協創プログラムアンケート結果から記載（回収率約70％） 

波及効果の内容 (当初想定していたもの） 

平成20～
21年度の事
業あり（23） 

【経済波及効果】 

※地域イノベーション協創プログラムアンケート結果から記載（回収率約70％）。 
 補助事業終了後3～5年後の売上見込累計から算出 



 

67 
５．Ｄ． マネジメント・体制等 

【制度のスキーム】 

 アンケート結果から、「活用したスキーム」、「対象事業の範囲」、「対象経費の費目」について、全ての回答者が「適切」と評価。事業期間
については、回答者の７割が「短すぎた」と評価し、それらの回答者は適切な事業期間は「5年」と回答。一方「長すぎた」という評価は見ら
れなかった。 

項目 概要 

事業内容 事業化を目的とし、大学における最先端の技術シーズと民間企
業の研究開発資源とを組み合わせて実施する研究開発の支援 

補助対象事
業 

①研究開発 
大学等の有する優れた技術シーズを事業化するために、民間企
業と大学等が連携して実施する研究開発 
②事前調査 
①の研究開発の実施に先立ち、その可能性を調査 
③産業技術人材活用 
産学連携人材を活用し、大学等の優れた技術シーズを発掘、育
成するとともに、企業における経営戦略やニーズを把握した上で、
連携関係を構築し、事業化までを含めた産学連携活動を効果的
に推進 

補助 
対象者 

①、②技術移転を扱う組織、民間企業 
③産業技術人材 

補助金額 
①研究開発：１，０００万円～１億円程度 
②事前調査：２００万円まで 
③産業技術人材活用：月額３５万 

補助率 ①、②２／３以内  
③１０／１０ 

事業実施期
間 

①研究開発：３年以内 
②事前調査：３ヶ月以内（平成20年度のみ実施） 
③産業技術人材：最長３年間（平成21年度のみ実施） 

＜研究開発テーマの対象範囲の適切性＞ 

＜スキームの適切性＞ 【制度のスキーム】 

 

【研究開発】 

【事前調査】 

  

 

 

【研究開発事業】 

【事前調査事業】 

 

【産業技術人材】 

 

 

＜対象経費の費目の適切性＞ 

【研究開発】 

【事前調査】 

【産業技術人材】 

 

 
 

75.0% 25.0% 

75.0% 25.0% 

【研究開発】 

【事前調査】 

【産業技術人材】 

＜事業期間の適切性＞ 
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●助成事業者：東京工業大学 
 研究実施大学等：東京工業大学／産業技術
総合研究所／物質・材料研究機構 

 実用化事業者：多木化学株式会社（兵庫県） 
●製品名：セルキャンパス 
●製品概要：ティラピア(食用熱帯魚)を原料と

した、培養温度でも使用できる熱安定性に
優れたコラーゲン。魚には人・魚共通ウイル
スが無いため、原料でのウイルスバリデー
ションを必要とせず、安全安心な材料として
使用可能。細胞培養研究等に活用。 

●共同研究概要：魚の鱗由来の３重らせんコ
ラーゲンを用いた膜材料、多孔質材料等を
開発し、薬物スクリーニングや再生医療等に
貢献。 

 
 

製品化の事例① 

魚（ティラピア）のうろこ由来の、優れた生物機能をもつ 
化粧品、医療用途コラーゲン 

（平成２１年度） 
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事業名：大学発事業創出実用化研究開発事業 

出典：（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構HP 



製品化の事例② 

耐硫酸性水和固化体を用いたプレキャス ト部材の製品化  
（平成２０年度） 
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事業名：大学発事業創出実用化研究開発事業 

出典：ランデス株式会社HP 

●助成事業者：ランデス株式会社（岡山県） 
研究実施大学等：岡山大学／広島大学／秋
田大学 

●製品名：ハレーサルト 
（高耐久・張寿命の綿密コンクリート） 
●製品概要 
  製鉄所からの副産物である高炉スラグを
使った、高強度と耐硫酸性の両立が可能なコ
ンクリート。通常困難とされていた高強度と耐
硫酸性の両立を可能にした。 

●共同研究概要 
  取扱いの難しい高炉スラグ細骨材を100％
用い、硫酸環境下でも耐久性に優れるプレ
キャスト部材を開発する。海洋構造物や下水
道施設の新設・補修工事への適用を目指す。 

 

耐塩害性 対応事例 
ハレーサルト ロードプラス 

耐硫酸性 対応事例 
ハレーサルトマンホール 
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６．Ｄ． －１．総合評価（コメント） 
○技術移転を扱う組織や民間企業にとって、事業化前の実用
化段階に潜む研究開発リスクの負担を軽減する国による助
成は、事業の促進に効果的である。 

 
○研究開発の目標達成度については、一定程度達成されてお
り、評価できる。また、波及効果として、事業者からは他企業
との連携、プロジェクトリーダー等の人材の育成、ネットワー
クの広がりなどの評価の割合が高いことは、評価できる。 

 
○一方、事業化達成率について全体的に厳しい状況にあり、今
後も事業化について評価を行うとともに、未達であればその
問題点を抽出し、次の政策に反映するべきである。また、研
究開発の成果に単に焦点をあてるのではなく、波及効果とし
て、プロジェクトが進められる過程における人材育成の点か
らも評価していくことが必要と考えられる。 

 

６．Ｄ．評価 
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、事後評価において、評点法による評価を実施した。 
○「３．成果、目標の達成度の妥当性」、「４．事業化、波及効果についての妥当性」については、
「事業化達成率が低く，目標の２５％に達しなかった。しかし，５０％の事業者から研究開発実施
中との回答があり，事業化に向けた計画があるので，成果は期待できる。」との指摘があった。 

○「６．総合評価」については、「大学等の保有する研究成果（技術シーズ）の活用のみにこだわら
ずに、大学教員等の有する専門的知識や考え方を活用（知の活用）して、民間企業の開発・事
業化を支援できるように本事業を拡張すれば、より大きな成果が期待できると考えられる。」との
指摘があった。 

６ ．Ｄ． －２．評点結果 

１．事業の目
的・政策的位
置付けの妥当

性 

２．研究開
発等の目
標の妥当

性 

３．成果、目標
の達成度の妥

当性 

４．事業化、波
及効果について

の妥当性 

５．研究開発マネ
ジメント・体制・資
金・費用対効果等

の妥当性 

６．総合評価 

【評価項目の判定基準】 
評価項目１.～５. 
３点：非常に重要又は非常によい  
２点：重要又はよい 
１点：概ね妥当 
 ０点：妥当でない                   
 
６．総合評価 
３点：実施された事業は、優れて
いた。 
２点：実施された事業は、良かっ
た。 
１点：実施された事業は、成果等
が今一歩のところがあった。 
０点：実施された事業は、成果等
が極めて不十分であった。 
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７．Ｄ．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 
○大学で生み出される技術シーズの実用
化、事業化については、産業界の役割が
大きく見られがちであるが、大学がこれ
らの段階に深く関わることにより、より
広く大学がニーズ情報に接する機会が得
られると考える。また、ニーズを意識し
たシーズであれば、実用化の可能性が高
くなると期待できる。 

○大学側と企業側との間の効率的な技術
移転の方策などについて意識のすりあわ
せを進める仕組みの工夫が必要と考える。 

 

○産と学のコーディネート業務に携わる
人材の確保及び育成が課題であり、成功
事例を多数生み出しているコーディネー
ターや研究者に対してヒアリングを行い、
成功の秘訣を分析し、人材育成に活用し
てゆくことが効果的である。 

 

  

 
○経済産業省としては、大学と産業界が一つ
屋根の下で事業化を見据えて共同研究を行
う施設・設備の整備に取り組んできたとこ
ろである。こういった事業を通じ、また、
大学の産学連携本部やTLOとも連携しながら
、大学がニーズ情報に接する機会の拡大に
努めてまいりたい。 

 

 

 

 

○イノベーションを支える人材について、ど
のような人材が必要か十分に検討した上で
必要な施策を検討してまいりたい。 
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